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教育委員会の活動状況 
 

１ 教育委員会の組織 

（１）組織 

教育委員会は、都道府県及び市町村等に置かれる合議制の執行機関であり、学校教育、社会教

育、文化財保護等に関する事務を管理及び執行している。 

 

（２）教育長及び委員 

教育委員会は、教育長及び５人の委員で構成されている。教育長は、人格が高潔で、教育行政

に関し識見を有するもののうちから、市長が市会の同意を得て任命し、任期は３年である。教育

委員は人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから、市長が市会の同

意を得て任命し、任期は４年である。 

  現在の教育長及び委員は次のとおりである                                    

（平成 30年９月現在）  

職 名 氏 名 任 期 

教 育 長 山本 晋次 28.4.1～31.3.31 

委  員 

（教育長職務代理者） 
林 園美 

25.4.5～29.4.4 

29.4.5～31.2.20 

委  員 森末 尚孝 28.6.1～32.5.31 

委  員 巽 樹理 29.6.1～33.5.31 

委  員 平井 正朗 29.6.1～33.5.31 

委  員 大竹 伸一 30.6.1～34.5.31 

 

（参考） 

前委員 帯野 久美子 26.5.8～30.5.7 

Ⅱ 
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２ 教育委員会の活動 

（１）教育委員会会議 

教育委員会は委員の合議制の機関であり、教育委員会会議において次に掲げる事項を決定し、

その決定に基づき教育長が事務局を指揮監督して事務を処理している。 

(1) 教育行政の運営に関する基本的な方針・計画の策定・改訂 

(2) 教育委員会規則の制定改廃 

(3) 予算その他市会の議決を経るべき議案についての市長への意見陳述 

(4) 係長以上の職員・校長・教頭の任免、教諭・養護教諭・栄養教諭の採用、職員・教員の分

限・懲戒、附属機関の委員の任免等 

(5) 教育委員会表彰の授与 

(6) 学校園等の教育機関の設置・廃止 

(7) 教科書の採択 

教育委員会会議は教育長が召集し、原則として月２回の定例会及び必要が生じたときに臨時会

を開催し、29年度は27回（定例会23回、臨時会４回）であった。会議では、113件の議案を審議し

採決を行うとともに、16件の報告を聴取した。会議は公開を原則とし、開催予定や議案等、会議

録をホームページに掲載して情報発信に努めた。 

 

【主な議案、報告事項】 

・平成 30年度使用教科用図書の採択について 

・校長裁量拡大特例校の特例制度について 

・平成 28年度教育委員会事務局運営方針自己評価について 

・教員としての資質の向上に関する指標の策定について 

・いじめ対策チームの設置について 

・平成 30年度校長公募について 

・平成 31年度大阪市立高等学校入学者選抜方針について 

・「学校安心ルール」について 

・平成 29年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果及び取組について 

・平成 29年度「全国学力・学習状況調査」の結果について 

・教育行政点検評価について 

・「第３次大阪市子ども読書活動推進計画」（案）について 

・新たな教職員人事給与制度について 

（２）教育委員協議会 

教育委員会会議以外に教育施策等に関する意見交換や、議案についての事前の調査・研究など

を行うほか、次に掲げる案件を協議するため、教育委員協議会を 29年度は 43回開催した。 

・教育行政点検評価報告書について 

・平成 30年度教育委員会事務局運営方針について 

・学校運営の指針について 

・運営に関する計画における全市共通目標について 

・予算について 
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・土曜授業について 

・学校施策評価について 

・高等学校入学者選抜について  

・大阪市の小学校英語教育推進について 

・大阪市のこどもの貧困対策にかかる取組みについて 

・公設民営学校について 

・部活動のあり方研究・部活動指導員の配置について 

・普通科系高等学校の再編整備について 

・体育大会等における組体操の実施状況について 

・教育課程編成要領等について  等 

 

（３）総合教育会議 

市長と教育委員会が、相互の連携を緊密にしながら、地域の実情に応じた教育行政を推進する

ため、総合教育会議を 29年度は２回開催した。 

・生野区西部地域学校再編整備計画について 

・新たな教職員の人事給与制度について 

・教員の長時間勤務の解消について 

・学力向上の取組みについて 

 

（４）その他の活動 

各委員は、上記のほかに次に掲げる様々な活動を行っている。 

○指定都市教育委員・教育長協議会等への出席（１回） 

・平成 29年度都道府県・指定都市教育委員研究協議会（１回） 

  ○学校園等の教育機関への視察（９校） 

三国小学校、南小学校、長谷川小学校、長谷川中学校、弘済小中学校分校、都島工業高等

学校、南高等学校、扇町総合高等学校、咲くやこの花高等学校 

  ○全市校園長会への出席 

  〇学力向上コンフェロンスへの出席 

○校長公募選考面接官 

○平成 29年度教育センターフォーラムへの出席 

〇日本部活動学会への出席 

〇校園長会との意見交換会（計４回） 

〇市ＰＴＡ協議会との意見交換会（１回） 

〇平成 29年度市長・教育長表彰 


